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東京海上日動火災保険　日鍼会賠償責任保険　　2024年２月始期更新手続きのお知らせ

A 会員のみなさまにご加入いただいております東京海上日動火災保険の賠償責任保険の更新時期がやってまいりました。
次年度は補償内容、保険料等の変更はありません。加入者情報やプラン、オプション追加等の変更がある方のみ以下の期日までに変更届のご提出をお願
いいたします。ご連絡がない場合は自動更新となります。

変更届提出期限：2023年 12月 20日
＊パンフレットには 12 月 26 日となっておりますが、事務局手続きの都合上、大鍼会での締め切りを12月 20日とさせていただきます。
＊保険料は 2 月会費と合算でお引き落としさせていただきます。
＊ A 会員以外の方で東京海上日動火災保険に加入を希望される場合はこの機会に A 会員への変更をお願いいたします。

なお、2024 年２月始期募集事務より代理店が変更になります。よろしくお願いいたします。

	 新代理店：　株式会社東京海上日動パートナーズ TOKIO
 	 東京都渋谷区代々木 2-11-15 新宿東京海上日動ビル 8F  

　　　　　　　　（担当者　細井様、岡田様）
以上
　　

（公的）審査委員だよRe：　No.27

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する【オンライン資格確認】のお知らせ！！
施術所向けポータルサイトが開設されました。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf
利用登録は、受領委任を扱う施術管理者が行うことになりますが、現段階ではまだ出来ず、12月中旬位になりそうです。
来年の秋以降はオンライン資格確認が義務化されることになっていますので、インターネット環境にない方、
スマホをお持ちでない方は導入に向けた準備も必要になってきます。
国は、スマホ、タブレット、PC 用のカードリーダーを対象に 4.1 万円を上限に実費を補助することとしています。
補助の申請も現段階では出来ず、この先となります。

☆オンライン資格確認の概要
●施術所等におけるオンライン資格確認とは？
令和６年秋の健康保険証廃止を見据え、現在利用している健康保険証の資格情報のみを取得できる仕組みが始まります。（患者の診療情報等は取得しません。）専用の
アプリ（マイナ資格確認アプリ）を、事前に利用申請した PC やスマートフォン、タブレットに入れていただき、必要に応じて市販の汎用カードリーダーと組み合わ
せることにより、マイナンバーカードを読み取ってオンライン資格確認を行うことが可能となり、資格情報のみを確認できるようになります。
●スケジュール
令和 6 年秋（※）の健康保険証廃止を見据えて、令和 6 年 4 月より、施術所等におけるオンライン資格確認（資格確認限定型）を運用開始する予定です。

（※健康保険証の廃止の施行日については、今後お示しする予定です。）
令和 6 年 3 月 31 日までの間においては本システムはテスト利用（運用テスト期間）とします。運用テスト期間においては、健康保険証による資格確認を実施してく
ださい。（マイナ資格確認アプリによる資格確認は参考情報としてご活用いただく形になります。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施術所等向け総合ポータルサイトより
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公益社団法人　大阪府鍼灸師会
令和 5 年度　第５回理事会　議事録

１．日　　　　時	 令和 5年 9月 3日（日）　	
	 １０時００分～
２．場　　　　所	 大阪府鍼灸師会会館　
	 ４階会議室
３．司　　　　会	 理　事　浅井和俊
４．議　　　　長	 会　長　堀口正剛
５．議事録作成人	 理　事　吉野亮子

出席理事：堀口正剛　南治成　荒木善行　
久保俊仁　浅井和俊　永澤至子　森下輝弘　
三宅なつえ　北川肇　清藤直人　廣橋久美子　
新名美恵　吉野亮子　岩津優希　（順不同）

出席監事：浜田暁　得本誠　富永礼子

欠　　席：丹波徹二　喜多伸治　吉村春生

（次第）
Ⅰ．開会の辞	 副会長　　南　治成
Ⅱ．挨　　拶	 会　長　　堀口正剛
Ⅲ．報　　告	 正副会長報告
	 日鍼会報告（南・荒木・新名）
	 委員会報告

【委員会報告】

法人管理委員会（浅井理事）　　　
地域ケア推進委員会（永澤理事）　　　
青年委員会　（岩津理事）
共済　（新名理事）
編集委員会・情報化委員会　（廣橋理事）
研修委員会　（清藤理事）
法人管理員会　（森下理事）
普及啓発委員会　（三宅理事）　
民生労災（喜多理事　代理堀口会長）

【全国大会報告】

荒木副会長
　・大会申込み開始（現在 122名）
　・抄録作成中（エース印刷）
　・近畿ブロック会議にて全体打合せを予定
　・全国大会懇親会余興で
　　落語家笑福亭由瓶さんに依頼
　・業者展示申込み 18社
　・連名関係の招待者をピックアップ

【近畿ブロック会議について　】
久保副会長
　　受付　浅井理事、三宅理事

Ⅳ．議　　案　

第 1号議案　　　会員動態
・正会員入会申請　石田瑠衣さん　　
・所属地域：他府県の人は府外とする
・準会員については喜多理事が次回の理事
会までに報告
・日鍼会より送付された新入会準会員一覧
と大阪の準会員登録とかぶっていない新入

会者は 7名。

第２号議案　	 業界案内の謝金に関して
各学校への業界案内の謝金は 1授業につき
3000円にしたい
・法人管理と相談し、規約を改訂する方向
で進める。

第３号議案　　会費の徴収について、会費
の引き落とし回数を年に 2回にしてはどう
か。
・IT 補助金が採択され、来年度から実働さ
れていく可能性がある。ECサイトは研修動
画作成である。
が、会費の徴収を含めることもできる。イ
ンフラ整備も考慮し、IT の実務者と共に考
えてはどうか。
➡　次回理事会に継続審議
・IT 補助金のプロジェクトチーム
　　正副会長、廣橋理事、北川理事、浅井
理事、森下理事　
・担当の山野さんとのweb 会議の提案。窓
口は廣橋理事。日程調整を指示。
・事務局の会費の徴収の業務が滞っている
ことは別に考える。
・会員のリストに番号をつけることを、継
続して北川理事に進める。

第４号議案　　その他の件
・全国大会における鍼灸普及活動について
　茨木地域より、茨木発祥の「ハラノムシ」
ブースを出展希望。クリアファイル（33,550
円）と説明用紙の印刷代（3,410 円）の援
助を支援。

・全国大会懇親会来賓候補について　
　　国会議員、大阪府健康医療部 2名、泉
佐野市長、学校協会、関西医療大学、大学
協議会、公益社団法人全日本鍼灸学会、日
本伝統鍼灸学会、近畿学校協会加盟校、鍼
灸学系大学協議会、講演依頼をしたところ
すべて、日中友好協会、杉本先生、日理工、
セイリン、山正、一般社団法人日本統合医
療学会、公益社団法人東洋療法学校協会、
公益財団法人　未来工学研究所 、特定非営
利活動法人　ミライディア

・理事オリエンテーション
別添付資料７　公益社団法人の理事必携（内
閣府資料）
理事個人の罪によって公益社団の認定が取
消しになることがあるので、理事は個々に
自覚しておくべき。また、名刺の効力につ
いても理解しておくべきである。
理事個人が刑事罰を受けた場合には、辞任
してもらえれば公益社団は守られる。
コンプライアンス：法令重視、ガバナンス；
組織統治
理事会の一票は等しく一票である。反対意
見のある場合は意見を述べることが重要。
たとえ多数決であったものに問題があった
時、反対者は罪に問われない。

・IT 補助の件　第 3号議案にて説明

Ⅴ．閉会の辞	 清藤理事

（（出欠確認）
理事	17 名
出席数	 14 名
欠席数	 3 名
監事	3 名
出席数	 3 名
欠席数	 0 名

 　　

令和５年11月度　会員動態報告（敬称略）

　組織担当　北川　肇
入会申請
・正会員申請（１名）　	石田瑠衣
・準会員申請（１２名）吉川勝典　井原磨由子 小林容子、 深井ゆず佳、竹下泉、
	 	 	 	 三宅佑毅、	 淺谷幸作、徐昌子 、中村曜子、桂真理子、辻村和也、		
	 	 	 	 植田篤志
・協賛会員申請（0名）
・会員相続権申請（0名）
・会員種別変更（0名）
・登録事項変更（1名）　施術所住所・電話番号など　
	 	 	 	 中村真理
・退会届（0名）
・休会申請、賛寿会員申請　（0名） 
	 吹田地域　	 豊田悦子
・休会申請、賛寿会員申請　（0名） 

会報 Fresh の電子化移行について（再掲）

現在、大阪府鍼灸師会会報「Fresh」は隔月発行になっておりますが、次年度より

電子版に全面的に移行いたします。

それに伴い、全会員のメールアドレスを会員情報として収集いたします。現在メー

ルマガジンの「いかなごう」が着いていない、読んだことがない、という会員のみ

なさまは以下のフォームよりメールアドレス登録をお願いいたします。（メール変更、

自院 URL 登録も可能です）

https://forms.gle/5XSjqyLNfFYBnQMr6

会報を電子版に切り替えることには、デメリットもありますが、印刷や配送の費

用を削減することができるため、経費削減を喫緊の課題とする本会では避けられな

い選択と考えました。

メリットとしては情報の発信や共有がより迅速になります。また、今まで以上に

力を入れて電子化ならではの機能を活用するようにして、一覧性を損なわず簡便に

情報が把握できるようにしていきたいと考えております。

会員、府民に対してWebサイトやSNSを通じた積極的な情報発信をするとともに、

会員の利便性を配慮していきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

本件につきまして、ご意見お寄せください。

fresh@osaka-hari9.jp
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